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第７章　「第二次10ヵ年計画」と「40歳以降の救済
� 事業のあり方」の一部見直し

１．「ブロック制実施要綱」による「第二次10ヵ年計画」の作成

（１）「第二次10ヵ年計画」作成の経過
　「第一次10ヵ年計画」（2001年度～2010年
度）は、第四期（2009年度～2010年度）の主
な課題の一つとして、「55歳以降の事業・運
営・体制のあり方（第二次10ヵ年計画）の作
成」を位置づけた。この課題に対応するた
め、第147回理事会（2009年４月12日）は、
「第二次10ヵ年計画検討委員会」（以下、検
討委員会）の設置を決定した。
　検討委員会は、ひかり協会理事４名及び守
る会四役４名の８名で構成し、委員長をひか
り協会理事長とした。検討委員会は２回開催
され、その報告に基づき、第154回理事会
（2010年11月27日）は、「第二次10ヵ年計画」
（2011年度～2020年度）を決定した。
　「第二次10ヵ年計画」は、第一期（2011年
度～2014年度）の主な課題の一つとして第一
次10ヵ年計画の取組の総括を位置づけ、第６
章のとおり、第162回理事会（2012年３月11
日）において、「第一次10ヵ年計画の総括」
は決定された。

（２）「第二次10ヵ年計画」の概要
　（巻末資料２）
　被害者は今後、高齢期に備える年代に入
り、健康面でも生活面でも大きく変化する時
期を迎え、この変化に対応した救済事業を新
たに構築することとした。そのため「第二次
10ヵ年計画」は、「第一次10ヵ年計画」と同
様に中長期の視点をもって作成することと
し、2011年からの10年間に必要とされるひか
り協会の事業・運営・体制を明確にすること
を目的とした。
　また、被害者の高齢化や社会情勢の変動に
伴って健康や生活に大きな変化が生じること
を考慮し、次の項目を「第二次10ヵ年計画」
の基本とした。
①「40歳以降のあり方」の見直し
②２つの重点事業の継続と重点の明確化
③各種公的制度の変化への対応
④	運営と体制（公益財団法人としての運営の
定着、地区センター事務所を中心とした事
業体制への移行、事務局の人材育成）

２．「40歳以降のあり方」の見直し

（１）見直しに至る経過
　第一次10ヵ年期間中には、「すべての被害
者の自主的健康管理の援助」と「障害のある
被害者の将来設計実現の援助」の２つの重点
事業は、「40歳以降のあり方」に基づき、守
る会、行政、専門家の協力を得て、着実に成

果を挙げた。
　しかしこの期間中に、障害のある被害者の
生活に大きな影響を及ぼす制度改革が実施さ
れ、「40歳以降のあり方」では対応しきれな
い事態が起こった。そのひとつが、2006年度
から施行された「障害者自立支援法」であ
る。サービスの一元化（３障害の一元化）、
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サービス事業体系の再編、支給決定の透明
化、安定的な財源確保のための原則１割の自
己負担など、大きな制度改正であった。
　その後も、2006年に国連で採択された障害
者権利条約の批准に向けて、「障害者基本
法」、「障害者虐待防止法」、「障害者差別解消
法」、「障害者総合支援法」など障害者施策の
関連法令も次々に制定され、そのため救済事
業も見直しが必要となった。
　また、被害者自身も高齢期を迎える年代に
なり、それまでとは違った課題が出現してき
た。被害者全体には、加齢に伴う疾病の増
加・重症化や定年退職などの社会生活の変化
があり、障害のある被害者には、障害・症状
の進行やそれに伴う生活の場の確保などの課
題が出ていた。
　これらの被害者状況やそれを取り巻く情勢
の変化に対応するために、第二次10ヵ年計画
第一期に「40歳以降のあり方」の見直しを行
うこととした。

（２）見直し検討の経過
①見直し検討の開始
　第154回理事会（2010年11月27日）におい
て「あり方」見直し検討委員会の設置を決定
し、３年間の「40歳以降のあり方」見直し検
討をスタートさせた。検討に当たっては、「40
歳以降のあり方」の基本は継続する扱いと
し、守る会の主体性を重視して検討すること
とした。
　「あり方」見直し検討委員会は、2011年度
に「あり方」見直し検討の要領を定めた。そ
れにしたがって「40歳以降のあり方」の基本
の学習を重視するとともに、「あり方」見直
しに係る検討課題や第一次10ヵ年計画の総括
などを提起した。理事会はこれらの提起につ
いて承認し、守る会・地域救済対策委員会・
事務局・救済事業専門委員会等に広く検討を
求めることとした。2011年９月に開催した事

務局職員対象の救済事業研究集会は、理事・
守る会四役が参加して、第一次10ヵ年計画の
総括についての検討を促進させる重要な場と
なった。

②守る会の提言
　2012年１月には、守る会常任理事会におい
て「検診・医療付随費の援助及び保険外医療
費等の援助に対する守る会の提言」が決定さ
れた。その内容は、「1.医療費・検診費の援
助継続を強く要望する　2.『検診・医療付随
費の援助』及び『保険外医療費の援助』は原
則廃止すべきである」というもので、社会か
らの支持が得られることを重視した提起であ
った。しかし、いくつかの守る会県本部や会
員から、反対意見や疑問が出された。そこで
守る会常任理事会は、2012年８月に「提言の
補足」を作成して理解を広めていった。そし
て、守る会の最終意見として、2013年１月に
「『あり方』見直し案に対する守る会意見提
出にあたって」（巻末資料３）を提出し、「今
後は、見直された『あり方』に基づく新基準
作成等の検討を推進し、守る会の団結を強化
して救済事業の推進に責任をもつことが、私
たちの責務である」とまとめた。守る会は救
済事業に対し、受け身でなく主体性をもつこ
とを明確に打ち出し、重点を定めた事業実施
を行う姿勢を明らかにしたのである。これら
守る会からの提言を踏まえて、理事会は１年
間の検討で寄せられた意見や疑問を受けて加
筆修正したうえで、第169回理事会（2013年
３月10日）において「40歳以降のあり方」を
改正した。
（巻末資料４）

③金銭給付基準の改正
　「40歳以降のあり方」を改正した後、第
170回理事会（2013年５月19日）において、
「『40歳以降のあり方』に基づく金銭支給・
貸付・助成の基準（改正案）」を承認し、守
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る会や協力員、専門家、事務局など関係者に
検討、意見を求めることにした。６月には事
務局会議において、全センター長に対して改
正案の理解を深める管理職研修を実施し、検
討の取組を促進した。各ブロックで積極的に
検討され、改正案について出された意見は、
11月に集約し12月の「あり方」見直し検討委
員会の検討を経て、第174回理事会（2014年
１月19日）において新しい金銭給付基準とし
て決定された。

（３）改正した「40歳以降のあり方」
　　　の主な特徴
①相談事業
　アンケート①すべての対象者の加齢に伴う
課題に対して行政協力や専門家の協力を得
て、高齢期の総合的な相談活動を充実させて
いくこととした。
　救済事業協力員活動については、これまで
積み上げてきた活動を基礎にして、加齢に伴
う健康課題に連帯して取り組み、孤立しない
ような被害者同士の支え合いを重視して援助
していくこととした。具体的には、健康状況
を尋ねたり検診受診を勧めたり、健康につい
て考える場である健康懇談会・自主的グルー
プ活動等への事業参加を促したりする「呼び
かけ」活動を重視した。

②保健・医療事業
　守る会から出された「提言」を尊重し、ひ

かり手当・健康管理費対象者以外には医療・
検診付随費を原則廃止することとした。ただ
し「援助がないと健康を守ることに大きな問
題が発生するおそれのある場合については配
慮する」とし、その給付基準に関しては守る
会の意見を尊重して検討する扱いとした。

③生活の保障・援助事業
　二次障害防止の取組など「健康課題への対
応」を重点課題とし、専門的相談の内容も明
確にした。
　「グループホーム利用」については、必要
な個別生活支援（ヘルパー・訪問看護などの
個別支援）について基準を定めて援助するこ
ととした。
　「65歳以上での介護保険優先の原則」につ
いては、一律に介護保険サービスを優先させ
ず、サービスの低下が起きないように行政協
力を得て取り組むことを加筆した。

④自立生活促進事業
　「介護保険利用費」を新しく創設し、ひか
り手当・健康管理費特１級の対象者及び65歳
未満で介護保険の受給権者になった対象者に
支給することとした。

⑤運営と体制
　公益財団法人としての運営を定着、地区セ
ンター事務所を中心とした事業体制へ移行、
事務局の人材育成を重視することとした。

３．2つの重点事業の継続と重点の明確化

　改正した「40歳以降のあり方」に基づき、
2013年度には「第二次10ヵ年計画に基づく自
主的健康管理の援助要綱及び将来設計実現の
援助要綱」（２つの援助要綱）、「救済事業協
力員制度要綱（改正）」の検討を行い、守る
会、協力員、専門家、事務局などの意見を集

約したうえで、第173回理事会（2013年11月
17日）において、これらの要綱を決定した。

（１）自主的健康管理の援助
　被害者が概ね60歳代になり、加齢に伴う疾
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病の増加や重症化、定年退職などの社会生活
の変化が予想された。これらの課題に対し
て、適切な情報提供や早期診断・治療促進、
病気の重症化防止、救済事業協力員活動によ
る健康意識の向上や検診受診の定着、被害者
同士の支え合いなどに取り組むこととした。

①救済事業協力員活動の強化
　高齢期の課題に対応する協力員活動とし
て、改正した「40歳以降のあり方」に基づく
「救済事業協力員制度要綱」が作成され、新
しい協力員活動が示された。
　大きな改革のポイントのひとつは、協力員
と対象被害者との信頼関係ができつつある中
でそれをさらに進めるため、２年に一度「お
たずね（報告）」を提出する「おたずね」活
動から、毎年健康状態と検診状況は把握しな
がら仲間としての声かけを重視する「呼びか
け」活動に、重点をシフトしたことである。
これは、協力員活動の重点を「連帯して健康
を守るネットワークづくり」に置き、「呼び
かけ」活動や健康懇談会・自主的グループ活
動の活性化を進め、被害者仲間による地域で
の支え合いを重視した結果であった。つま
り、一人ひとりの健康意識の向上のために
は、仲間として健康を守り合う声かけ（健康
状況を尋ねたり検診受診を勧めたりする呼び
かけ）や、健康について考える場である健康
懇談会・自主的グループ活動等への事業参加
を促す声かけがより重要であると判断したの
である。
　もうひとつは、「『私の健康設計』を参考に
して生活習慣改善の呼びかけを行う」とした
ことである。「私の健康設計」は、「私の健康
ノート」の中に新たに加えたページで、60歳
代の楽しみや夢（自分のためにどんなことが
したいのか）を記入し、「こうありたい」と
望む生活を実現するために、具体的な健康目
標を考え取り組んでいくためのツールであ
る。これを活用して、仲間として健康づくり

の話題交流を行っていくなど、創意ある活動
を奨励したのである。
　また、担当する被害者との信頼関係を一層
強めるため、協力員一人当たりの担当者数を
「概ね10人以内」から「９人以下の適正な人
数」と改正し、さらに「呼びかけ」活動の対
象を障害被害者も含むアンケート①全員とし
た。
　こうして、新しい協力員活動が「連帯して
健康を守るネットワーク」の基礎的な活動と
なることをめざした。
　2014年９月には、守る会の協力を得た全国
協力員研修会議を実施し、全国の協力員の代
表とともに、ひかり協会理事、地区センター
長などが一堂に会し、各地の取組について交
流した。全国協力員研修会議で講演された専
門家は、協力員活動について、「最も確かな
ことは、誇りをもつこと。その誇りは救済事
業のなかにあるたくさんの涙と喜びによって
支えられる。救済事業に携わるすべての人々
と交流するという壮大なフレンドシップの発
揮こそ、協力員の独壇場」と高く評価され
た。参加した各地の代表者は、新しい協力員
活動に対する確信をもつことができ、その成
果を現地に持ち帰った。その後作成された
「全国協力員研修会議報告集」を現地で活用
することによって、新しい協力員活動への理
解と協力が進んでいった。

②検診受診の促進と口腔衛生
　「第二次10ヵ年計画に基づく自主的健康管
理の援助要綱」に基づく「ブロック年次計
画」では、基礎検診はアンケート①対象者全
員が受診し、がん検診はアンケート①対象者
の60％以上の受診をめざすとした。
　口腔衛生と口腔機能の維持・向上は、心身
の健康と質の高い生活を保持する上で基礎的
かつ重要な役割を果たしており、高齢化を迎
えるに当たっては、アンケート①対象者全員
が年１回の歯科検診を受けているか、もしく
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は年に１回以上歯科に受診している状態をめ
ざした。

③ウイルス性肝炎対策
　がん対策の一環として、B型肝炎及びC型
肝炎ウイルスの検査受診に積極的に取り組ん
できた。2015年度までのウイルス性肝炎の検
査・検診や治療の状況及びウイルス性肝炎対
策の到達点と課題について、救済事業専門委
員会が「2008年度～2015年度のウイルス性肝
炎対策のまとめ」を行い、第189回理事会
（2016年５月28日）で承認した。以下、その
要約である。
ア．ウイルス性肝炎対策の経過
　	　HCV抗体陽性率の高い広島県で、1994
年から2000年の間に事務所が把握した
HCV抗体陽性者について分析・検討がな
された。その結果、HCV抗体陽性者が35
例あり、そのうち14例が輸血をしており、
少なくとも26例は重症と考えられ、濃厚な
治療を受けていたことがわかった。この実
践は、ひかり協会がウイルス性肝炎対策に
取り組むきっかけとなった。
　	　この頃、被害者は50歳代半ばを迎えよう
とし、B型・C型肝炎対策の極めて重要な
年代にあったため、B型・C型肝炎の早期
発見・早期治療の現地での対策と、情報を
収集することを目的として、ウイルス性肝
炎対策を開始した。
　	　2012年に救済事業専門委員会がまとめた
「『被害者の受療状況分析』から見たアン
ケート①被害者の特徴」では、「アンケー
ト①被害者において、HCV抗体陽性率が
高く、肝炎・肝がんの罹患が多いと推測さ
れる。その要因としては、ひ素ミルク中毒
の治療の過程で輸血などC型肝炎ウイルス
の混入した血液に接する機会が多かったこ
とが考えられる」とし、さらに「被害者に
おける肝がんの予防のためには、肝炎検診
をもれなく受診するよう働きかけ、HCV

キャリアに対して適応あるものにインター
フェロン治療を行うことが重要である」と
あった。これらの報告に基づき、現地では
職員研修や二者懇談会・協力員研修会議等
で学習し、肝炎対策の促進につなげた。
　	　2013年には、肝炎ウイルス検査の情報提
供や職員・相談員などによる個別の受診勧
奨を、「ブロック年次計画」（被害者全員が
60歳に達する2015年度末までに全員検査受
診をめざす）を立てて計画的に行った。
2011年頃からC型肝炎治療の新薬（インタ
ーフェロンフリーの経口薬）が開発され、
肝炎ウイルス検査受診勧奨と治療において
大きな成果があった。
　	　肝炎ウイルス陽性者に対して、またイン
ターフェロン治療の「適応なし、中断、効
果なし、再燃」と報告を受けている対象者
に対しても、治療薬などの進歩の情報を伝
えて、速やかに肝炎診療ネットワーク及び
専門医療機関と連携した病院につなげ、定
期的な検診や必要な治療に結びつけるよう
に取り組んだ。
イ	．ウイルス性肝炎対策の到達点及び今後の
取組
　	　2015年度末までの肝炎対策の到達点は以
下の通りであった。
　・	Ｃ型肝炎ウイルス検査受診率　86.8％
（ア①5612人中4871人が受診）

　　	HCV（Ｃ型肝炎ウイルス）キャリア106
人、ア①比1.9％

　・	Ｂ型肝炎ウイルス検査受診率　89.4％
（ア①5612人中5018人が受診）

　　	HBV（Ｂ型肝炎ウイルス）キャリア127
人、ア①比2.3％

　	　このように被害者の受診率は極めて高
く、一般国民の受診率（2011年度肝炎検査
受検状況実態把握事業の国民調査では、同
年齢のＣ型肝炎ウイルス検査受診率は48.4
％、Ｂ型肝炎ウイルス検査受診率は67.5
％）と大きな差が認められた。これは地区
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センターはじめ関係者の努力の賜物である
と、救済事業専門委員会において高く評価
された。
　	　2016年度以降（少なくとも第二次10ヵ年
計画が終了する2020年度まで）について
も、肝炎ウイルス検査費用に対する援助を
含む検査受診の勧奨を継続しつつ、特にC
型肝炎ウイルス検査・検診を受けてキャリ
アであることが判明したが有効な治療につ
ながっていない者に対して、肝炎診療ネッ
トワークにつなげ、新薬も含む有効な治療
を強く働きかけることとした。
　

（２）将来設計実現の援助
　将来設計実現の援助事業については、「生
活の場・後見的援助者の確保、二次障害の進
行や生活習慣病の増加などに対する健康維持
や検診・治療の促進、親の老齢化や死亡によ
る介護体制の変化への対応、ふれあい活動等
による被害者同士の支え合い」などの重要な
課題に、「ブロック年次計画」を立てて計画
的に取り組むこととした。特に、加齢に伴い
生活習慣病や二次障害などが増加しており、
健康課題に対する援助を重視した。

①	「私の将来設計」と「協会援助プラン」の
作成
　「私の将来設計」は、60歳代の「生活の
場」や「後見的援助者」、社会生活（日中活
動の場など）、日常の健康管理、災害等緊急
時の対応などについて、本人のニーズを正確
に把握することに留意して作成した。
　災害等緊急時の対応については、「障害の
ある被害者の地震等災害時対策に係る取組資
料」（第182回理事会2015年３月８日）を参考
に、行政の施策の活用を進めた。さらに被災
した地域の地区センターが機能しなくなった
り、被害者の情報を出せなくなったりした場
合の対策として、現地で「災害時対策一覧

表」を作成したうえ本部で一括管理すること
で、安否確認や必要な支援を行うために活用
することとした。

②「生活の場」と「後見的援助者」の確保
　第二次10ヵ年計画の期間中に「生活の場」
や「後見的援助者」の確保が必要な対象者を
中心に取組を進めた。
　障害のある被害者本人や家族の体調悪化に
よって、新たに「生活の場」の確保が課題と
なった場合にその受け入れ先が少なく、行政
に対してどのような協力を要請していくかが
課題となった。障害福祉施策や介護保険制
度、及び地域の社会資源の充実が必要だが十
分とは言えなかった。「生活の場」の実現に
向けて、現地の困難な事例も提出しながら、
施策の充実と行政協力の強化を「三者会談」
等で要請した。
　障害のある被害者の権利擁護や人権保障の
観点から、成年後見制度の活用は重要な課題
であり、ひかり協会としては積極的に促進し
てきた。しかし、社会福祉士や弁護士等の第
三者後見人が、被害者の財産を無断で使うと
いう事例もあり、裁判所のチェック機能の強
化など制度面の整備を「三者会談」等で要請
した。

③健康課題への対策
　糖尿病など生活習慣病を抱える知的障害や
精神障害の対象者に対しては、主治医の治療
方針とひかり協会や関係機関の取組が一致す
るように連携を重視した。糖尿病など生活習
慣病を抱える知的障害や精神障害の対象者に
対して、症状の改善をめざすとともに、合併
症など重症化の防止に取り組むこととした。
　二次障害やその不安を抱える肢体障害の対
象者に対しては、2013年４月から12月にかけ
て、「二次障害実態調査」を、聞き取りを基
本に実施した。二次障害については、まだま
だ一般的になっておらず、特に高齢障害者の
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二次障害の実態については、対策が急がれる
だけにその実態を把握する必要があった。二
次障害の症状、生活環境、労働環境、医療や
公的サービスの利用状況、今後充実してほし
い機関・サービスなどを全般的に分析し、二
次障害についての認識を深めることを目的と
した。その結果をもとにして、専門医療機関
との連携や訪問リハの活用を図り、また、個
別訪問や症状別課題別懇談会において、理学
療法士など専門家による評価と、身体機能の
維持・改善、日常生活の動作の改善、支援機
器や環境整備への助言、障害福祉サービスの
活用への助言などの専門的な助言・指導を重
視して取り組んだ。
　これらの健康課題に対して、「健康課題に
対する具体的な取組指針」（第182回理事会
2015年３月８日）を活用し、計画的援助を必
要とする被害者への取組を促進した。

④地域の支援ネットワークづくり
　相談支援事業者との連携を重視し、「私の
将来設計」に基づく本人のニーズをサービス
等利用計画の作成やサービスの支給決定に反
映させるように取り組んだ。また、相談支援
事業者が招集するサービス担当者会議を必要
に応じて活用し、利用計画の見直し（モニタ
リング）も身上監護を補完する役割として重
視した。そのために、関係機関向けパンフレ
ット「関係機関のみなさんへ－救済事業への
ご協力のお願い－」を作成し、積極的に活用
した。
　

（３）�自主的グループ活動と
　　　ふれあい活動
　第二次10ヵ年計画においては、「２つの重
点事業の実施にあたっては、事業の重点をど
こに置くのかを明確にする」とある。連帯し
て健康を守るネットワークづくりと地域の支
援ネットワークづくりは、自主的健康管理及

び将来設計実現の援助事業において重視さ
れ、その役割の一部を自主的グループ活動及
びふれあい活動は担った。

①	自主的グループ活動と守る会支部活動等と
の整理
　これまでの自主的グループ活動の歴史を振
り返ると、「被害者の組織化に向けて基盤整
備」や「協力員活動など事業への被害者の参
加」を進めるための親睦・交流・事業への理
解が中心の活動は役割を終え、自主的健康管
理や障害被害者の社会参加に向けた２つのネ
ットワークづくりなど事業推進に役立つ活動
へと変化してきた。また、ひかり協会も公益
財団法人となり、社会的評価を得たと同時
に、より公益性・透明性が問われる法人に変
革した。
　一方で、「40歳以降のあり方」の見直しに
おいて、被害者同士が支え合い健康を守り合
う事業をひとつの柱として据え、協力員活動
や自主的グループ活動などを通した「連帯し
て健康を守るネットワークづくり」が重視さ
れた。
　守る会は、2015年度運動方針に「支部活動
は、自主的グループ活動との役割を整理する
とともに、活動の活性化により地域ごとの会
員のつながりを強化する」と掲げ、これまで
の自主的グループ活動の経過や目的・趣旨を
踏まえて、救済事業に責任をもつ立場から、
今後の自主的グループ活動の方向性について
整理・検討した。
　常任理事会を中心に約半年間の検討を経
て、2016年１月の常任理事会において、「今
後の自主的グループ活動の方向性」を決定し
た。
　その概要は、以下の通りであった。
　ア	．救済事業推進の役割と責任を持ってい
る守る会として、２の重点事業を進める
ことを目標に、自主的グループ活動を積
極的に活用する。
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　イ	．今後の自主的グループ活動は、自主的
健康管理の促進と将来設計実現の促進、
及び学習活動による事業推進を目標に実
施する。

　ウ	．目標達成のための原則的事項として、
目的に沿った十分な検討、会員以外の参
加、地域を重視した継続的な活動、公益
財団法人の事業としてふさわしい活動を
重視する。

　ただ、仲間同士のつながりを強めるには、
親睦を中心にした仲間づくりが必要であるこ
とも事実であるため、その役割については、
守る会の支部活動等によって分担することと
した。

②ふれあい活動の促進
　2005年３月に「生活施設・グループホーム
の活用促進の援助事業」を2010年度まで試行
事業として実施することを決定した。これは
「第一次10ヵ年計画」において「協会独自の
施設建設は行わない」が、「障害被害者の状
況に適応する地域の施設を積極的に利用する
など、様々な方法を事業化する」としていた
ことを受けたものであった。
　この事業の主な内容は、①生活施設入所・
グループホーム入居の準備の援助事業とし
て、施設・グループホーム見学の交通費など
の援助、②施設生活継続安定の援助事業とし
て、入院期間中の入所施設との連絡調整費用
の援助や被害者が入所者と面会するふれあい
活動の新設などであった。ふれあい活動を通

じて、守る会会員が障害被害者の生活や思い
を知り、守る会運動や行政協力懇談会にもそ
の内容が活かされていった。
　第156回理事会（2011年３月12日）におい
て、「自主的救済活動促進助成金支給実施要
綱」を改正し、ふれあい活動助成金を新たに
設けた。障害被害者の地域での支援ネットワ
ークづくりを進めるためにも、試行事業では
施設入所、グループホーム利用の障害被害者
に限っていた対象を、在宅の障害被害者まで
拡大し、訪問回数も年２回の限度を月１回ま
でと緩和して活動を促進した。
　その後、改正した「40歳以降のあり方」に
おいて、「参加者が障害被害者の生活や思い
を知る機会として、守る会の組織的協力も得
ながらすすめる。（中略）ふれあい活動に参
加した協力員等が障害被害者とのつながりを
深めることで、地域の支援ネットワークを充
実させる」と整理し、重要な事業として位置
づけた。

４．各種公的制度の変化への対応

（１）「障害者総合支援法」における
　　　相談支援事業との連携
①計画相談支援の体制整備の要請
　2015年度から、障害福祉サービス・地域相
談支援の利用者に対する支援の一環として、

支給決定を行う市区町村は、それらに係るす
べての事例において申請者に対してサービス
等利用計画案の提出を求めるものとされた。
つまり、障害福祉サービスの全利用者につい
て、サービス等利用計画の作成等（モニタリ
ングを含む）が必要となったのである。

障害のある仲間とともに自主的
グループ活動（2014年５月）　
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　この改正は、専門的な観点から一貫してケ
アマネジメントを行うことでサービスの選択
肢の拡大につながるなど、相談支援事業の充
実と評価される一方で、サービス等利用計画
を作成する特定相談支援事業所の不足など、
体制整備が問題となった。厚生労働省は、
「2015年度に支給決定を行う利用者に対し
て、サービス等利用計画が作成できる目途が
立たない場合は、暫定的な措置として、各市
町村の責任において、サービス等利用計画の
代替となる計画案（代替プラン）を、2015年
度に限って作成する」という緊急の措置を提
起した。
　「三者会談」や行政協力懇談会などにおい
て、計画相談支援の体制整備について事例を
通して要請を行った。

②相談支援事業所との連携
　現地事務所は特定相談支援事業所と連携
し、「私の将来設計」に基づく本人のニーズ
を、サービス等利用計画の作成やサービスの
支給決定に反映させた。また、相談支援専門
員が招集するサービス担当者会議を必要に応
じて活用し、さらに利用計画の見直し（モニ
タリング）についても身上監護を補完する役
割をもつ相談支援として重視した。

（２）年金制度に係るひかり手当等の
　　　検討
①特例水準の解消に伴う生活手当の扱い
　2013年度より３年間で、2000年度から2002
年度に引き下げなかった年金として、現行の
年金額から2.5%が引き下げられることとなっ
た。
　守る会は、この事態への対応として、第
141回「三者会談」 救済対策推進委員会
（2011年12月２日）で、「障害のある被害者
の経済的な生活基盤は、年金に大きく依存し
ているので、	障害基礎年金の2.5%の特例状態

の解消による減額は、実施されないよう強く
要望する」と提起した。
　一方で、「従来どおり年金の増減に連動し
た水準額としつつ、今回の2.5%の減額は生活
手当に反映させない」旨の要望が、ひかり協
会に対してなされた。この要望を受け、第
175回理事会（2014年３月９日）において、
2014年４月段階の生活手当の額を維持する扱
いを決定した。

②	マクロ経済スライド導入に伴う生活保障水
準額
　年金等の特例水準の解消が、2015年度で完
了することとなり、また2014年12月の消費者
物価等が上昇したことから、政府は2015年４
月の年金より初めてマクロ経済スライドを適
用することとした。
　このマクロ経済スライドは、生活保障事業
を開始した「30歳代のあり方」では想定して
おらず、マクロ経済スライドが繰り返して適
用され、物価の上昇や賃金改定との関係で、
生活保障水準額が相対的に著しく減額される
ようになると、生活手当受給被害者の経済的
基盤を崩してしまうおそれがあった。そのた
め第182回理事会（2015年３月８日）におい
て、「2015年度の生活手当の支給に際して、
マクロ経済スライドの影響を除いたスライド
率で生活保障水準額を算定することとする」
と決定した。

③	老齢基礎年金受給に伴うひかり手当等の扱
い
　ア．検討の経過
　　	　第45回守る会全国総会（2013年６月23
日）で、「ひかり手当受給者が、定年後
年金を受給した場合の取扱いについて、
見解と方向性を示されたい」との提起が
あり、執行部から「今後検討すべき課題
であると認識しているので、ひかり協会
に対してひかり手当等対象者の年金取得
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後の扱いも検討するように要望してい
き、守る会も積極的に検討に参加してい
きたい」との回答がなされた。

　　	　「あり方」見直し検討委員会（2013年
12月15日）では、老齢基礎年金受給に伴
うひかり手当等の扱いについて基本的な
検討課題を確認し、2014年度中に「老齢
基礎年金受給に伴うひかり手当等の扱い
に係る基本方針（案）」をまとめ、2015
年度に現地で検討することとした。

　　	　関係者からの意見を踏まえ、「あり
方」見直し検討委員会（2015年10月25
日）の答申を受けて、第186回理事会
（2015年11月15日）において、「老齢基
礎年金受給に伴うひかり手当等の扱いに
係る基本方針」（以下、「基本方針」）及
び「『基本方針』に基づく健康管理費特
１級支給額の引き上げについて」が決定
された。

　イ．「基本方針」の概要
　　	　老齢基礎年金の受給に伴い、「40歳以
降のあり方」に関連して扱いを検討しな
ければならない課題は、主として調整手
当に関するものであった。「40歳以降の
あり方」では、「公的制度の活用（現行
の金銭給付基準では障害基礎年金の受
給）を基本に生活基盤の確保がなされた
場合、基準にしたがい健康管理費、自立
奨励金等を給付すること」と定められて
おり、多くの調整手当受給者が65歳にな
ると公的制度である老齢基礎年金を受給
することになるため、その扱いに対する
検討が必要であった。

　　	　「基本方針」では、「老齢基礎年金は
障害基礎年金に比べて保障内容も不十分
で生活の基盤ができたとは言い難いた
め、不足する生活基盤を確保する役割と
高齢期の健康課題を含む様々な課題に対
応する役割を、調整手当が担う必要があ
る。以上の点から、調整手当受給者が老

齢基礎年金を受給するようになっても、
健康管理費特１級に移行するのではな
く、調整手当の支給を継続する」と結論
付けた。

　　	　また、健康管理費特１級受給者におい
ては、今後も高齢期における健康課題に
対する援助が重要であり、健康課題に対
応するための費用も増加するなどの実情
を考慮して、健康管理費特１級の支給額
については、現行の２万円から３万円に
引き上げを行った。実施時期も、生活習
慣病の合併など多くの健康課題に直面し
ている実態から、65歳の老齢基礎年金の
受給権の取得時期を待たずに、2015年12
月１日からとした。

　　	　その他、生活手当及び健康管理費につ
いては、老齢基礎年金を受給するように
なっても、継続して支給する扱いとし
た。（巻末資料５）

（３）介護保険優先原則への対応
　「障害者総合支援法」第７条は、「介護保
険法の規定による介護給付のうち自立支援給
付に相当するものが行われたときは、自立支
援給付に優先される」旨の規定となってお
り、いわゆる介護保険優先の原則への対応が
求められた。「障害福祉サービスを受けて成
り立っている今の生活を、65歳になっても維
持できるのか」という不安が、障害のある被
害者のなかに広がった。　
　「三者会談」や「三者会談」救済対策推進
委員会等では、第二次10ヵ年計画に基づく事
業推進の行政協力として、障害者総合支援法
の附則における３年後の見直し規定のひとつ
として掲げた「高齢の障害者に対する支援の
在り方」に関連して、65歳を境にケアの質と
量において低下が生じないように、適切なサ
ービス利用についての検討を要請した。ま
た、障害者総合支援法と介護保険法の適用関
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係に係る問題については、厚生労働省の事務
連絡「障害者の日常生活を総合的に支援する
ための法律に基づく自立支援給付と介護保険
制度の適用関係等に係る留意事項等につい
て」（2015年２月18日）を、各自治体の障害
福祉・介護保険担当課や、各相談支援事業所
等の関係機関に周知されるように要請した。

　地区センター事務所においても、上記の適
用関係等に係る事務連絡を活用し、「介護保
険サービスの支給量・内容では十分なサービ
スが受けられない場合には、障害福祉サービ
スを上乗せして支給すること」を、各自治体
や関係機関にまで周知徹底するように取り組
んだ。

５．運営と体制－事務局の人材育成

　救済事業の基本である相談事業を充実させ
るためには、職員の相談力量の向上が不可欠
であり、それを目指した研修の強化は喫緊の
課題であった。
　ブロック制が実施されて以降は、ブロック
研修を原則とするという方針のもと、外部の
講師の協力も得た研修や業務担当別のグルー
プ研修などが実施され、全体として被害者対
応に活かすなどの成果があった。しかし、救
済事業に必要な基礎的で系統的かつ総合的な
知識等の確保という点からすると、不十分さ
があった。そこで、年々変化する被害者の状
況や社会保障制度について理解を深めるとと
もに、被害者の人権を守る意識やマネジメン
ト力の向上など、専門性をもった職員として
育成するための本部主催の研修を充実・強化
することとした。
　具体的には、必要に応じて救済事業研究集

会を実施するとともに、2015年度から新規採
用職員研修及び入職３年以内職員研修を強化
し、さらに相談事業に係る基礎研修（グルー
プ研修）を実施するなど、本部による系統的
な職員研修を重視して行った。また、相談力
量の向上のため、相談研修指導員として退職
した元地区センター長１名に委嘱し、本部研
修やブロック研修の講師として活用した。
　地区センター長及び部長が管理運営上必要
とされる事項については、管理職研修として
実施することとした。2015年度に「ブロック
制実施要綱における管理職の位置づけ、及び
事務所会議の運営」、2016年度には「ハラス
メント行為、及び統廃合などによる現地事務
所職員の負担増大に対する合理的な事務所運
営・職務遂行」をテーマにして実施し、成果
をあげることができた。	


